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清
　
水
　
光
　
明

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
が
所
蔵
す
る

竹
山
自
筆
本
の
「
草
茅
危
言
」（
五
巻
五
冊
）
に
つ
い
て
、
書
誌

学
的
な
考
察
を
試
み
る
。
こ
の
竹
山
自
筆
本
の
「
草
茅
危
言
」
は
、

管
見
の
限
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
全
く
利
用
さ
れ
た

こ
と
が
な
い
。

　

こ
の
竹
山
自
筆
本
の
「
草
茅
危
言
」
の
意
義
は
、
主
に
以
下
の

二
点
に
存
す
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、「
草
茅
危
言
」
は
、
結

果
的
に
は
全
五
巻
で
寛
政
三
年
冬
に
完
結
し
た
。
し
か
し
、
天
明

八
年
十
一
月
に
竹
山
が
最
初
の
巻
（「
巻
之
下
」）
を
提
出
し
た
時

点
で
は
、
こ
の
全
五
巻
と
い
う
構
成
が
決
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は

決
し
て
な
い
。
最
初
の
巻
を
提
出
し
た
後
に
、
そ
の
続
き
を
執
筆

す
る
過
程
で
、
じ
つ
は
何
度
か
巻
数
の
構
成
が
変
わ
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
痕
跡
が
竹
山
自
筆
本
の
「
草
茅
危

言
」
に
は
明
確
に
残
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
天
明
八
年
十
一
月
～

寛
政
三
年
冬
の
約
四
年
間
の
「
草
茅
危
言
」
の
執
筆
過
程
を
跡
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
に
、
竹
山
自
筆
本
の
「
草
茅
危
言
」
に
は
、
他
の
写
本
・

刊
本
に
は
見
え
な
い
重
要
な
脱
字
・
脱
文
、
見
せ
消
ち
や
頭
注
等

が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
お
り
、
執
筆
過
程
の
竹
山
の
思
考
を
窺
う
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
こ
の
自
筆
本
の
由
来
・
性

格
と
各
種
刊
本
（
近
世
木
活
字
本
、
近
代
以
降
の
洋
装
本
・
和
装

本
）
と
の
相
違
点
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
第
二
節
に
お
い
て
、

各
巻
の
体
裁
と
内
容
に
即
し
て
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

「
草
茅
危
言
」
の
書
誌
学
的
考
察
―
懐
徳
堂
文
庫
所
蔵
の
竹
山
自
筆
本
の
検
討
か
ら

「草茅危言」の書誌学的考察 ― 清水光明

29



一
、
竹
山
自
筆
本
の
由
来
・
性
格
と

�

各
種
刊
本
と
の
相
違
点

　

本
章
で
は
、
書
誌
学
的
考
察
を
行
う
に
先
立
ち
、
竹
山
自
筆
本

の
由
来
や
性
格
、
各
種
の
刊
本
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
概
略
を
述

べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。「
草
茅
危
言
」
の
引
用
に
関
し
て
は
、

し
ば
し
ば
刊
本
か
ら
の
引
用
が
な
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
ら

の
刊
本
に
は
問
題
が
多
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
一
）
竹
山
自
筆
本
の
由
来
と
そ
の
性
格

　

竹
山
自
筆
本
に
は
、
後
で
詳
細
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
見
せ
消

ち
や
文
字
の
上
か
ら
紙
を
貼
っ
て
の
訂
正
、
文
字
を
切
り
取
っ
た

上
で
上
か
ら
紙
を
貼
っ
て
の
修
正
、
折
り
目
の
箇
所
を
切
り
そ
の

端
に
新
た
に
紙
を
継
ぎ
足
し
た
上
で
の
加
筆
等
々
、
推
敲
の
跡
が

夥
し
く
残
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
自
筆
本
は
、
定
信
に

献
上
す
る
一
歩
手
前
の
下
書
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
こ
の
自
筆
本
に
つ
い
て
竹
山
自
身
が
言
及
し
て
い
る
記

述
が
あ
る
の
で
、
以
下
に
引
用
す
る
。
こ
れ
は
、
竹
山
の
「
経
済

要
語
」（
寛
政
七
年
春
成
）
の
末
尾
に
附
さ
れ
た
竹
山
か
ら
の
書

簡
の
写
し
で
あ
る
。
そ
の
宛
て
所
は
、
現
時
点
で
は
不
明
と
せ
ざ

る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
書
簡
の
引
用
に
際
し
て
は
、「
此

書
の
来
由
を
し
る
べ
き
が
為
に
、
先
生
よ
り
来
ル
書
牘
の
ま
ゝ
ヲ

爰
に
し
る
す
」
と
の
文
言
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
竹
山
の

著
作
「
経
済
要
語
」
を
或
る
藩
に
提
出
し
た
際
に
添
付
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る（
１
）（
引
用
文
中
の
傍
線
は
全
て
引
用
者
に

よ
る
。
以
下
同
じ
）。

兼
テ
次
男
へ
被
仰
聞
候
下
拙
経
済
の
著
述
に
て
も
、
御
用
立

候
様
と
の
義
致
承
知
候
へ
共
、
為
指
品
も
無
之
候
、
先
年
白

川
矦
ノ
御
内
命
ニ
付
、
一
書
五
巻
撰
述
差
上
候
義
有
之
候
、

平
生
経
済
の
愚
意
ハ
、
大
段
右
一
書
ニ
備
り
候
、
其
草
稿
ハ

一
本
有
之
候
へ
共
、
是
ハ
白
公
へ
内
密
献
候
物
の
義
故
、
拙

夫
生
涯
之
内
他
藩
へ
容
易
に
伝
布
仕
候
義
ハ
難
相
成
候
、
且

又
右
は
天
下
の
経
済
ゆ
へ
、
藩
国
之
御
用
に
相
立
候
義
ハ
少

ク
差
而
御
採
用
の
詮
も
有
之
間
敷
哉
と
存
候
、
先
達
而
筑
後

柳
川
大
夫
中
よ
り
の
頼
に
て
一
本
ヲ
撰
候
義
有
之
候
へ
共
、

是
ハ
草
稿
塗
抹
甚
し
く
、
一
向
文
字
等
分
り
不
申
、
閑
暇
之

節
ハ
一
本
浄
書
致
置
可
申
心
組
而
已
に
て
、
目
前
に
取
紛
を

以
テ
写
し
不
申
候
ヘ
バ
、
是
以
得
御
用
立
不
申
、
此
経
済
要

語
と
申
一
巻
僅
の
物
に
候
へ
共
、
責
而
是
に
て
も
存
よ
り
候

故
を
仰
進
申
候
、
緩
々
御
覧
不
苦
候
、
御
用
相
済
候
て
御
返

し
可
被
下
候
、
是
者
外
よ
り
の
頼
に
て
古
語
の
当
時
心
得
ニ

相
成
り
可
申
三
幅
対
ノ
一
行
物
認
遣
し
候
所
、
迚
も
の
義
其

意
解
を
も
相
添
呉
候
様
ニ
と
の
事
に
て
書
記
致
し
遣
候
、
仙
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済
要
語
」
を
提
出
し
て
い
る
。

　

上
記
の
二
番
目
と
三
番
目
の
傍
線
部
に
お
い
て
「
草
稿
」
と
さ

れ
て
い
る
の
が
、
お
そ
ら
く
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
蔵
の
竹
山
自

筆
本
の
こ
と
で
あ
る
。
三
番
目
の
傍
線
部
に
は
、
上
記
の
④
に
要

約
し
た
よ
う
に
、「
草
稿
塗
抹
甚
し
く
、
一
向
文
字
等
分
り
不
申
」

と
あ
り
、
こ
の
「
草
稿
」
の
特
徴
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
竹
山
自

筆
本
は
実
際
に
「
塗
抹
甚
し
」
い
状
態
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、「
一

向
文
字
等
分
り
不
申
」
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
依
頼

を
断
る
た
め
の
誇
張
で
あ
ろ
う
）。

　

ま
た
、
竹
山
自
筆
本
の
末
尾
に
は
、
竹
山
の
門
人
の
脇
蘭
室
の

「
草
茅
危
言
の
後
に
書
す（
書
草
茅
危
言
後
）」（
寛
政
八
年
四
月
成
）

が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
蘭
室
の
文
章
も
、
蘭
室
の
直
筆
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、

丙
辰
春
、長
之〔
蘭
室
の
こ
と

―
引
用
者
注
〕、津
に
入
る
。

竹
山
先
生
乃
ち
草
茅
危
言
五
巻
を
出
し
て
曰
く
、「
此
れ
老

夫
の
経
綸
、
寓よ

す
る
所
な
り
。
而
る
に
今
、
已
め
り
。
唯
だ

子
や
、
以
て
示
さ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
み
」
と
。
長
之
、
謹

ん
で
受
読
す
。

と
あ
る（
２
）。
こ
こ
か
ら
、
寛
政
八
年
春
に
蘭
室
が
来
坂
し
た
と
き
に

竹
山
は
「
草
茅
危
言
五
巻
」
と
「
逸
史
」
の
草
稿
を
蘭
室
に
見
せ

台
矦
へ
献
上
ニ
相
成
候
し
な
ニ
御
座
候
、
簡
短
の
物
強
而
御

益
に
相
成
候
義
も
有
之
間
敷
候
へ
共
、
先
々
此
一
篇
を
以
塞

責
候
義
ニ
御
座
候
、

寛
政
改
革
か
ら
し
ば
ら
く
後
（
寛
政
八
年
頃
か
）、
竹
山
の
次
男
・

碩
果
を
通
し
て
、「
草
茅
危
言
」
の
噂
を
聞
き
付
け
、
そ
れ
を
提

出
す
る
よ
う
に
依
頼
し
て
き
た
藩
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
れ
が

ど
こ
の
藩
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
不

明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

そ
の
依
頼
に
対
し
て
、
竹
山
は
、
そ
の
藩
の
関
係
者
に
宛
て
た

上
記
の
書
簡
の
な
か
で
、
①
「
草
茅
危
言
」
は
大
し
た
書
物
で
は

な
い
、
②
「
草
稿
」
は
一
本
手
元
に
あ
る
が
定
信
の
「
御
内
命
」

に
よ
っ
て
先
年
内
密
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
自
分
が
生
き

て
い
る
う
ち
は
他
藩
に
容
易
に
は
流
布
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
③
「
草
茅
危
言
」
は
「
天
下
の
経
済
」
を
論
じ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
「
藩
国
之
御
用
」
に
立
つ
こ
と
は
少
な
い
、
④
先
日
、

柳
河
藩
の
「
大
夫
」

―
柳
河
藩
士
・
今
村
泰
行
の
こ
と
で
あ
ろ

う

―
か
ら
の
頼
み
で
一
本
清
書
し
て
渡
し
た
こ
と
も
あ
っ
た

が
、（
元
の
）「
草
稿
」は
塗
抹
が
甚
だ
し
く
一
向
に
文
字
が
分
ら
ず
、

暇
な
と
き
に
清
書
し
よ
う
と
は
思
っ
て
い
る
が
忙
し
く
て
出
来
て

い
な
い
等
、
い
く
つ
か
の
理
由
を
並
べ
立
て
て
断
っ
て
い
る
。
そ

の
上
で
、こ
の
藩
に
は
、寛
政
七
年
春
に
仙
台
藩
に
提
出
し
た「
経
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た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
草
茅
危
言
五
巻
」
と
は
、

具
体
的
に
は
蘭
室
が
跋
文
を
記
す
こ
と
に
な
っ
た
竹
山
自
筆
本
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
刊
本
と
の
相
違
点
―
―
巻
数
と
本
文
の
記
述
を
中
心
に

　

次
に
、
近
世
木
活
字
本
及
び
近
代
以
降
の
「
草
茅
危
言
」
の
テ

ク
ス
ト
の
出
版
状
況
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
版
の
問
題
に
つ
い
て
手
短

に
検
討
し
て
お
く
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、「
草
茅
危
言
」
を
全
文

収
録
し
た
近
世
木
活
字
本
と
、
近
代
の
五
種
類
の
刊
本
を
検
討
対

象
と
す
る
。
他
方
で
、
近
世
段
階
の
写
本
や
抄
録
し
た
刊
本
等
に

つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
除
外
す
る
。

　

近
世
木
活
字
本
や
和
装
本
で
の
「
草
茅
危
言
」
の
出
版
に
は
、

天
保
末
年
の
拙
修
斎
叢
書
（
五
巻
十
冊
。
以
下
、『
拙
叢
』
と
表

記
す
る
）
や
『
校
正
草
茅
危
言
』（
五
巻
十
冊
。
以
下
『
校
草
』

と
表
記
す
る
）、
明
治
元
年
の
富
岡
鉄
斎
校
訂
本
（
五
巻
五
冊
。

以
下
、『
富
草
』
と
表
記
し
、
巻
数
は
丸
数
字
で
示
す
）
等
が
あ
る
。

「
草
茅
危
言
」
の
原
文
は
、
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
近
世
後
期
の
木
活
字
本
で
あ
る
拙
修
斎
叢
書
や

そ
の
系
統
の
刊
本
で
は
、
お
そ
ら
く
木
活
字
の
特
性
か
ら
字
数
を

縮
小
し
て
印
刷
に
か
か
る
時
間
を
短
縮
す
る
べ
く
、
多
く
の
片
仮

名
を
漢
字
に
直
し
て
い
る
。

　

次
に
、
近
代
以
降
の
洋
装
本
に
つ
い
て
。「
草
茅
危
言
」
は
、

明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年
に
、
経
済
雑
誌
社
か
ら
経
済
叢
書

の
一
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
た
（
以
下
、『
経
叢
』
と
表
記
す
る
）。

洋
装
本
で
の
出
版
は
管
見
の
限
り
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
版
は
、
五
巻
の
区
切
り
の
ま
ま
翻
刻
し
て
お
り
、

そ
の
点
で
は
原
型
を
或
る
程
度
保
っ
て
い
る
と
い
え
る
。た
だ
し
、

片
仮
名
漢
字
交
じ
り
文
の
片
仮
名
を
平
仮
名
に
直
す
等
の
改
変
が

見
ら
れ
る
。

　

こ
の
後
に
は
、
滝
本
誠
一
が
大
正
・
昭
和
期
に
編
集
し
た
『
日

本
経
済
叢
書　

巻
十
六
』（
一
九
一
五
年
。
以
下
、『
日
叢
』
と
表

記
す
る
）
と
そ
の
校
訂
増
補
版
『
日
本
経
済
大
典　

第
二
十
三
巻
』

（
一
九
二
八
年
。
以
下
、『
日
大
』
と
表
記
す
る
）
に
収
録
さ
れ
た
。

こ
の
二
つ
の
版
が
、
広
く
普
及
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
先
行
研
究

で
は
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
る
。
な
お
、『
日
叢
』
は
片
仮
名
漢
字

交
じ
り
文
だ
が
、『
日
大
』で
は
片
仮
名
を
平
仮
名
に
直
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
に
は
、
近
世
社
会
経
済
学
説

大
系
の
一
冊
と
し
て
、『
中
井
竹
山
集
』（
誠
文
堂
新
光
社
。
以
下
、

『
集
』
と
表
記
す
る
）
が
刊
行
さ
れ
た
。

　

た
だ
し
、
上
記
の
『
日
叢
』『
日
大
』『
集
』
の
版
に
は
問
題
点

が
多
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
れ
ら
の
版
は
、「
草
茅
危
言
」
の
内
容

を
十
巻
に
分
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
富
草
』
よ
り
も
古
い
『
校
草
』

の
五
巻
十
冊
の
版
を
底
本
と
し
て
い
る
（
つ
ま
り
、
各
一
巻
を
二

冊
に
分
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
巻
数
自
体
は
五
巻
ま
で
と
い
う
体
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裁
）。
竹
山
自
筆
の
「
草
茅
危
言
」
は
五
巻
五
冊
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
『
拙
叢
』
と
『
校
草
』
の
五
巻
十
冊
と
い
う
体
裁
は
、
お
そ

ら
く
、
出
版
の
た
め
の
便
を
考
え
た
後
世
の
関
係
者
の
改
変
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、『
拙
叢
』
を
も
と
に
し
た
『
校
草
』

の
場
合
は
、
目
次
や
見
出
し
や
本
文
中
か
ら
全
五
巻
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
記
述
が
出
て
く
る
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
十
冊
ご
と
に

題
箋
に
「
校
正
草
茅
危
言　

一
」
か
ら
「
校
正
草
茅
危
言　

十
」

と
記
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、『
日
叢
』『
日
大
』『
集
』
に
な
る
と
、
今
度
は
さ
ら
に

そ
の
十
冊
の
区
切
り
ご
と
に
巻
之
一
～
巻
之
十
と
割
り
振
っ
て
い

る
（
十
巻
に
区
切
る
箇
所
自
体
は
、
五
巻
十
冊
の
『
拙
叢
』『
校
草
』

と
同
じ
で
あ
る（
３
）
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
五
巻
の
区
切
り
方
そ

れ
自
体
は
実
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
に
し
て
も
、
十
冊
を
十
巻
と

す
る
の
み
な
ら
ず
元
々
の
五
巻
五
冊
の
区
切
り
自
体
を
も
消
し
て

し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
十
巻
の
版
の
場
合
も
、
五
巻
の
版
と

同
じ
よ
う
に
、
巻
之
一
、
巻
之
二
と
表
記
す
る
。「
草
茅
危
言
」

冒
頭
の
竹
山
の
「
自
序
」
に
は
、
本
来
は
、「
事
、
或
い
は
機
密

に
渉
る
を
以
て
、
乃
ち
人
を
避
け
閑
を
偸
み
徐
々
に
起
草
し
、
既

に
成
り
、
勒
し
て
五
巻
と
為
す
。
命な
づ

け
て
曰
く
、
草
茅
危
言
と
（
以

事
或
渉
機
密
。
乃
避
人
偸
閑
徐
々
起
草
。
既
成
勒
為
五
巻
。
曰
草

茅
危
言
）」
と
巻
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、『
日
叢
』『
日
大
』

『
集
』
は
、
こ
の
「
五
」
を
「
十
」
と
表
記
し
て
い
る（
４
）。
そ
れ
か
ら
、

本
文
中
の
巻
数
に
つ
い
て
も
、「
是
等
ノ
害
ハ
尚
又
第
九
巻
ニ
至

テ
論
ズ
可
」（「
物
価
ノ
事
」）、「
不
実
商
ノ
大
害
成
ノ
委
細
ハ
、

第
九
巻
ニ
論
ズ
ベ
シ
」（「
常
平
倉
ノ
事
」）
と
い
う
よ
う
に
、
全

十
巻
の
体
裁
に
基
づ
い
た
文
言
に
書
き
換
え
て
し
ま
っ
て
い
る（
５
）。

　

こ
れ
ら
は
、「
草
茅
危
言
」
の
原
型
か
ら
の
大
き
な
改
変
で
あ

る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
全
十
巻
の
区
分
け
に
従
う
と
執

筆
年
代
の
間
違
い
を
一
部
惹
起
す
る
た
め
、
注
意
を
要
す
る（
６
）。

ま

た
、『
拙
叢
』
と
『
校
草
』
は
本
文
等
に
お
い
て
は
誤
植
が
多
く
、

そ
れ
を
『
日
叢
』『
日
大
』
は
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
の

点
で
も
、
正
確
な
解
釈
を
妨
げ
る
可
能
性
が
あ
り
、
あ
ま
り
使
用

を
推
奨
で
き
な
い
。

　

さ
ら
に
後
の
昭
和
十
七
（
一
九
四
二
）
年
に
は
、
前
述
の
財
団

法
人
懐
徳
堂
記
念
会
が
、
重
建
懐
徳
堂
の
二
十
五
周
年
を
記
念
し

て
、『
草
茅
危
言
』
を
和
装
本
で
刊
行
し
て
い
る
（
五
巻
五
冊
。

以
下
、『
懐
記
』
と
表
記
す
る
）。
こ
の
版
は
、
上
記
の
他
の
版
と

は
異
な
り
、懐
徳
堂
文
庫
蔵
の
竹
山
自
筆
本
を
底
本
と
し
て
い
る
。

そ
の
冒
頭
に
付
さ
れ
た
懐
徳
堂
記
念
会
同
人
名
義
の
「
例
言
」
で

は
、「
草
茅
危
言
」
を
寛
政
元
年
提
出
と
し
て
い
る
等
、
若
干
の

問
題
は
あ
る
。た
だ
、あ
く
ま
で
内
容
の
翻
刻
と
い
う
点
で
は
、『
日

叢
』『
日
大
』『
集
』
よ
り
は
格
段
に
正
確
で
あ
る
。

　

こ
の
版
は
、
五
巻
五
冊
の
内
題
に
は
巻
之
一
～
巻
之
五
と
附
さ

れ
て
い
る
が
、
題
箋
の
ほ
う
に
は
「
草
茅
危
言
」
の
下
に
そ
れ
ぞ
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れ
「
宮
」（
巻
之
一
）・「
商
」（
巻
之
二
）・「
角
」（
巻
之
三
）・「
徴
」

（
巻
之
四
）・「
羽
」（
巻
之
五
）
と
い
う
よ
う
に
、「
五
声
」
が
各

巻
に
一
字
ず
つ
附
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
「
例
言
」
に
よ
る
と
、

こ
の
題
箋
は
竹
山
の
自
筆
の
影
印
で
あ
る
。
実
際
、
竹
山
自
筆
本

の
原
本
の
各
巻
に
も
、
こ
の
題
箋
が
附
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
、
こ
の
「
五
声
」
は
「
草
茅
危
言
」
の
本
文
中
に
は
言
及

が
見
え
な
い
の
で
、
定
信
に
提
出
し
た
際
に
は
こ
の
よ
う
な
題
箋

は
附
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
本
稿
で
詳
し
く
述
べ
る

よ
う
に
、
寛
政
元
年
冬
の
「
自
序
」
に
巻
数
を
五
巻
と
記
す
ま
で

は
、
竹
山
は
上
中
下
に
よ
る
巻
数
を
構
想
し
て
い
た
。

　

同
じ
く
「
例
言
」
に
は
、「
是
の
書
板
本
と
な
り
た
る
も
の
、

坊
間
に
拙
修
斎
の
木
活
本
、
及
び
明
治
元
年
印
行
の
富
岡
鉄
斎
校

正
本
あ
り
、
ま
た
其
の
後
活
字
本
と
な
り
た
る
も
の
あ
れ
ど
、
孰

れ
も
誤
脱
頗
る
多
く
、
伝
写
の
謬
を
襲
へ
り
、
此
等
は
宜
し
く
本

書
に
拠
り
て
訂
正
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、『
懐
記
』
は
、
後
述
す
る
各
巻
の
体
裁
の
違
い
を
忠
実

に
翻
刻
し
て
お
ら
ず
、
適
宜
統
一
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
か

ら
、
自
筆
本
の
本
文
等
に
散
見
さ
れ
る
見
せ
消
ち
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
翻
刻
し
て
い
な
い
。

　

翌
昭
和
十
八
年
に
は
、
稲
垣
国
三
郎
が
『
中
井
竹
山
と
草
茅
危

言
』
を
刊
行
し
て
い
る
（
大
正
洋
行
。
以
下
『
中
草
』
と
表
記
す

る
）。
こ
の
版
の
底
本
は
竹
山
自
筆
本
で
は
な
く
、
前
年
に
刊
行

さ
れ
た
『
懐
記
』
の
版
を
参
照
し
て
い
る
節
は
見
え
な
い
。
だ
が
、

『
日
叢
』『
日
大
』『
集
』
と
は
異
な
り
、
五
巻
の
区
切
り
の
ま
ま
翻

刻
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
本
文
の
、
お
そ
ら
く
稲
垣
が
強
調
し

た
い
と
考
え
た
箇
所
に
傍
点
を
振
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
中
井

竹
山
小
伝
」
で
は
、「
草
茅
危
言
」
は
天
明
八
年
冬
に
全
巻
提
出

さ
れ
た
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
る（
７
）。

二
、
各
巻
の
体
裁
と
特
徴

　

本
章
で
は
、
以
上
を
踏
ま
え
て
、
竹
山
自
筆
本
の
巻
之
一
か
ら

巻
之
五
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
体
裁
と
特
徴
を
見
て
い
く
こ
と

に
し
よ
う
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
竹
山
自
筆
本
に
は
、
上
記
の
刊
本

で
は
捨
象
さ
れ
て
い
た
り
改
変
さ
れ
て
い
た
り
す
る
箇
所
が
無
数

に
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
な
る
表
現
の
変
更
や
文
章
の
長

さ
の
調
整
、
文
意
の
補
足
等
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ

な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
レ
ベ
ル
に
は
止
ま
ら
な
い
訂
正
箇
所

を
、
逐
一
指
摘
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
際
、
旧
稿
で
論
証
し
た
提
出
順
序
に
従
い
、
巻
之

下
（
後
の
「
巻
之
五
」）
を
検
討
し
た
上
で
、
巻
之
一
（
旧
「
巻

之
上
」）
か
ら
巻
之
四
へ
と
辿
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、

こ
の
う
ち
巻
之
二
（
旧
「
巻
之
中
乾
」）
に
つ
い
て
は
、
旧
稿
で

は
そ
の
前
半
部
分
と
後
半
部
分
が
別
々
の
巻
で
あ
る
と
想
定
し
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て
、
そ
の
前
半
部
分
を
寛
政
二
年
の
提
出
で
あ
る
と
結
論
付
け
た

が
、
こ
れ
を
後
半
部
分
の
記
述
に
合
わ
せ
て
寛
政
三
年
初
頭
の
提

出
で
あ
る
と
修
正
す
る
。

（
一
）
巻
之
下
（
後
の
「
巻
之
五
」）
の
体
裁
と
内
容

〈
体
裁
〉

　
「
目
録
」
の
冒
頭
に
、「
草
茅
危
言
巻
之
五
目
録
」
と
あ
る
。
こ

の
う
ち
、「
巻
之
五
」
の
箇
所
は
、
上
か
ら
紙
を
貼
っ
て
い
る
。

元
々
は
、「
目
録
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
初
は
、「
草

茅
危
言
目
録
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
上
記
の
よ
う
に
訂
正

し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

内
題
の
ほ
う
は
、「
草
茅
危
言
巻
之
五
」
と
あ
り
、
元
々
は
「
草

茅
危
言
巻
之
下
」
と
書
い
て
あ
っ
た
の
を
、「
下
」
の
箇
所
に
紙

を
貼
っ
て
訂
正
し
て
い
る
。そ
れ
か
ら
、巻
之
五
の
末
尾
に
は
、「
草

茅
危
言
巻
之
五　

大
尾
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
元
々

は
「
草
茅
危
言
下　

大
尾
」
と
書
い
て
あ
り
、
そ
の
「
下　

大
尾
」

の
箇
所
に
紙
を
貼
り
、
上
記
の
よ
う
に
訂
正
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
、
後
述
す
る
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、
寛
政
元
年
冬
か
そ
れ
以
降

に
訂
正
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
明
八
年
に
定
信
に

提
出
し
た
も
の
と
は
異
な
る
表
記
に
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、「
目
録
」
は
、「
一　

米
相
場
」「
一　

博
奕
」「
一　

寺

社
ノ
富
」
…
…
「
一　

送
葬
式
」「
一　

死
後
跡
式
」
と
い
う
よ

う
に
一
つ
書
き
の
形
式
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
巻
之
一
も

同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
後
の
巻
之
二
～
巻
之
四
に
は
、
こ

の
「
一
」
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

だ
が
、
こ
の
巻
之
下
は
、
巻
之
一
の
場
合
と
は
異
な
り
、
全
て

の
「
一
」
を
傍
線
な
い
し
二
重
線
で
消
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、

天
明
八
年
十
一
月
に
提
出
し
た
時
点
で
は
、
こ
の
一
つ
書
き
は
附

さ
れ
て
い
た
が
、
後
で
巻
之
二
～
巻
之
四
の
「
目
録
」
と
の
統
一

を
意
図
し
て
消
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
何
故
巻
之
一

の
み
訂
正
し
て
い
な
い
の
か
は
、
現
時
点
で
は
不
明
と
せ
ざ
る
を

え
な
い
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
一
つ
書
き
の
件
は
、
天
明
八

年
十
一
月
と
寛
政
元
年
冬
に
続
け
て
提
出
さ
れ
た
巻
之
下
と
巻
之

一
と
の
形
式
上
の
類
似
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
本
文
の
ほ
う
の
見
出
し
は
、「
〇
米
相
場
之
事
」

「
〇
博
奕
之
事
」「
〇
寺
社
ノ
富
ノ
事
」「
〇
盗
賊
ノ
事
」「
〇
隠
遊

女
ノ
事
」「
〇
劇
場
ノ
事
」
…
…
と
い
う
よ
う
に
、
〇
印
が
附
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、「
送
葬
ノ
事
」
だ
け
に
は
〇

印
が
附
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
は
上
記
の
「
目
録
」
の
「
送
葬

式
」
と
は
若
干
語
句
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
上
記
の
見

出
し
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
漢
字
の
「
之
」
と
片
仮
名
の
「
ノ
」

を
両
方
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
巻
に
は
、
丁
数
が
附
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
、
じ
つ
は
他
の
巻
に
は
見
え
な
い
特
徴
で
あ
る

（
な
お
、
こ
の
〇
印
は
、『
校
草
』
は
も
と
よ
り
、『
懐
記
』
そ
の

「草茅危言」の書誌学的考察 ― 清水光明

35



他
の
刊
本
で
も
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
）。

　

本
文
の
ほ
う
は
、
上
記
の
見
出
し
に
従
っ
て
、
さ
ら
に
い
く
つ

か
の
条
に
区
分
け
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
巻
之
下
で
は
、
一
つ
書
き

も
〇
印
も
附
さ
れ
て
い
な
い
。
改
行
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

他
の
巻
と
は
異
な
る
特
徴
で
あ
る
。
な
お
、「
〇
劇
場
ノ
事
」
は
、

刊
本
で
は
「
劇
場
ノ
事　

附
浄
瑠
璃
ノ
事
」
や
「
劇
場
の
事　

附

浄
る
り
」
と
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が（
８
）、

こ
れ
は
自
筆
本
の
表

記
と
は
異
な
る
。

　

こ
の
巻
の
末
尾
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
蘭
室
に
よ
る
自
筆
の

跋
文
「
草
茅
危
言
の
後
に
書
す
（
書
草
茅
危
言
後
）」（
寛
政
八
年

四
月
成
）
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
蘭
室
が
寛
政
八
年

に
来
坂
し
た
と
き
に
竹
山
が
「
草
茅
危
言
」
を
見
せ
た
と
き
に
執

筆
し
た
文
章
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、「
巻
之
五
」
と

い
う
巻
名
と
同
じ
く
、
定
信
に
提
出
し
た
時
点
で
は
な
か
っ
た
も

の
で
あ
る
。

〈
内
容
〉

　

上
記
の
体
裁
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
上
で
、
刊
本
と
は
大
き
く
異

な
る
、
あ
る
い
は
刊
本
で
は
捨
象
さ
れ
た
重
要
な
箇
所
を
挙
げ
て

お
く
。
こ
の
巻
で
は
、
具
体
的
に
は
、
最
終
的
に
は
削
除
さ
れ
た

頭
注
の
記
述
や
本
文
中
の
見
せ
消
ち
の
記
述
に
着
目
す
る
。

　

ま
ず
、「
〇
劇
場
ノ
事
」
の
、「
故
ニ
宮
芝
居
ノ
分
ハ
、
一
切
停

止
ア
ル
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
、
愚
民
ハ
右
体
ノ
事
ヲ
、
処
ノ
繁
昌
ト
心

得
、
俄
ニ
停
止
ア
リ
ナ
バ
、
衰
微
ノ
ヤ
ウ
ニ
云
ベ
ケ
レ
共
、
是
ハ

大
ナ
ル
齟
齬
ナ
リ
」
の
頭
注
に
は
、

此
官
命
ア
リ
、
□
〔
宮
ヵ
〕
芝
居
ノ
分
□
〔
停
ヵ
〕
止
ア
リ

ト
キ
ク
、
□
〔
感
ヵ
〕
服
ノ
事
ナ
リ
、
□
〔
コ
ヵ
〕
レ
阿
弥

陀
池
ノ
□
〔
芝
ヵ
〕
居
バ
カ
リ
ハ
残
リ
□
〔
候
ヵ
〕、
コ
レ

外
ニ
子
細
□
〔
ア
ル
ヵ
〕
事
ニ
ヤ
、

と
記
さ
れ
て
い
る
（〔　

〕
内
の
語
は
、
引
用
者
に
よ
る
推
測
）。

そ
し
て
、
こ
の
頭
注
全
体
に
×
印
が
書
か
れ
て
い
る
。
上
が
一
字

か
二
字
分
切
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
文
字
を
読
み
取
れ
な
い

箇
所
が
多
い
。
だ
が
、
文
脈
か
ら
文
字
を
補
う
こ
と
は
或
る
程
度

可
能
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
宮
地
芝
居
を
一
切
停
止
す
る
と
い
う

「
官
命
」
が
あ
っ
た
と
の
風
聞
が
竹
山
の
耳
に
入
っ
た
こ
と
が
窺

え
る
。
た
だ
し
、
一
方
で
、
竹
山
は
（
大
坂
の
宮
地
芝
居
の
興
行

地
の
一
つ
で
あ
る
）
阿
弥
陀
池
の
宮
地
芝
居
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て

い
る
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
は
や
や
不
審
に
思
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
時
期
、
宮
地
芝
居
を
停
止
し
た
「
官
命
」
と

い
う
の
は
、
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
（
宮
地
芝
居
の
興
行
が
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実
際
に
禁
止
さ
れ
た
の
は
、
天
保
改
革
の
最
中
の
天
保
十
三
年
五

月
の
こ
と
で
あ
る（
９
）
）。
天
明
八
年
に
定
信
の
改
革
政
治
が
次
々
に

遂
行
さ
れ
る
な
か
で
、
宮
地
芝
居
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
規
制
や

統
制
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
風
聞
が
広
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
竹
山
自
身
も
上
記
の
頭
注
を
書
い
た
後
で
こ
の
「
官
命
」

の
風
聞
が
事
実
で
は
な
い
こ
と
に
気
が
付
い
た
た
め
に
、
頭
注
全

体
に
×
印
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
頭
注
か
ら
、
竹
山
が
同
時
期

の
触
れ
や
風
聞
等
を
注
視
し
な
が
ら
、
自
身
の
政
策
構
想
を
書
き

進
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
統
制

政
策
を
求
め
る
姿
勢
が
、
そ
の
後
、
密
書
「
與
吉
田
大
津
留
二
君

書
」
の
提
出
（
寛
政
元
年
七
月
六
日
）
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の

だ
ろ
う）
10
（

。
な
お
、
こ
の
頭
注
は
、『
懐
記
』
に
も
反
映
さ
れ
て
い

な
い
。

（
二
）
巻
之
一
（
旧
「
巻
之
上
」）
の
体
裁
と
内
容

〈
体
裁
〉

　
「
目
録
」
の
冒
頭
に
、「
草
茅
危
言
巻
之
一
目
録
」
と
あ
る
。
こ

の
う
ち
、「
巻
之
一
」
の
箇
所
は
上
か
ら
紙
を
貼
っ
て
い
る
。
元
々

の
字
句
は
切
り
取
ら
れ
て
お
り
、
何
が
書
い
て
あ
っ
た
か
は
不
明

で
あ
る
。
た
だ
、
内
題
の
ほ
う
に
は
、「
草
茅
危
言
巻
之
一
」
と

あ
り
、
元
々
は
「
草
茅
危
言
巻
之
上
」
と
書
い
て
あ
り
、
こ
の
う

ち
「
上
」
の
箇
所
に
紙
を
貼
り
、「
一
」
と
訂
正
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
目
録
の
箇
所
に
も
元
々
は
「
草
茅
危
言
巻
之
上
目
録
」

と
記
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
竹

山
は
、
当
初
は
こ
の
巻
を
先
の
「
巻
之
下
」
に
続
く
「
巻
之
上
」

と
し
て
提
出
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

な
お
、
目
録
は
、
前
述
の
よ
う
に
、「
巻
之
下
」（
後
の
巻
之
五
）

と
同
じ
く
、「
一　

王
室
」「
一　

諡
号
院
号
」「
一　

年
号
」
…
…

「
一　

諸
矦
分
地
」「
一　

諸
矦
大
借
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
つ
書

き
の
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
本
文
の
ほ
う
は
、
上
記
の
見
出
し
に

従
っ
て
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
条
に
区
分
け
さ
れ
る
。
そ
の
際
、

こ
の
巻
で
は
、
前
述
し
た
巻
之
五
と
は
異
な
り
、
欄
外
に
区
分
け

の
目
印
と
し
て
〇
印
を
附
し
て
い
る
。
こ
の
欄
外
の
〇
印
は
、
そ

の
後
、
巻
之
二
～
巻
之
四
に
も
踏
襲
さ
れ
る
（
こ
の
〇
印
は
、『
懐

記
』
で
は
、
忠
実
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
）。

〈
内
容
〉

　

刊
本
と
は
大
き
く
異
な
る
、
あ
る
い
は
刊
本
で
は
捨
象
さ
れ
た

重
要
な
箇
所
を
挙
げ
て
お
く
。
こ
の
巻
で
は
、
具
体
的
に
は
、
闕

字
の
書
式
の
様
態
、「
東
関
」「
関
東
」「
朝
廷
」「
王
室
」
等
の
統

治
組
織
に
関
す
る
語
句
が
ど
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
、
ま
た
ど
う
訂

正
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
着
目
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の

語
句
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
他
の
巻
の
用
例
も
併
せ
て
参
照

「草茅危言」の書誌学的考察 ― 清水光明

37



す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、
巻
之
一
の
冒
頭
の
「
自
序
」
に
お
い
て
、「
国
家
」「
国
」

等
の
前
を
一
字
分
闕
字
と
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
「
至
於
近
歳
。

世
道
一
変
。　
　

白
川
矦
源
公
。
以　

国
之
懿
親
。
而
賢
明
抜
萃

也
」
と
い
う
よ
う
に
、
定
信
（「
白
川
矦
源
公
」）
の
前
を
二
字
分

の
闕
字
に
し
て
い
る）
11
（

。
そ
も
そ
も
、「
草
茅
危
言
」
は
、
定
信
に

提
出
し
た
献
策
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
闕
字
は
当
然
で
あ
る

と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
後
、
定
信
に
関
し
て

は
、「
雖
然　

公
之
賢
明
如
此
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
字
分
の
闕

字
に
し
て
表
記
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
同
じ
「
自
序
」
に
「
初
也
求
言
有
録
。
後
也
求
龍
有
説
。

意
亦
甚
勤
矣
」
と
あ
る
が
、
こ
の
傍
線
部
が
『
校
草
』
の
段
階
で

は
「
意
亦
其
勤
矣
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
懐
記
』
の
版
以

外
の
各
種
の
刊
本
は
こ
の
『
校
草
』
の
表
記
を
踏
襲
し
て
い
る）
12
（

。

　

そ
れ
か
ら
、「
王
室
ノ
事
」
の
冒
頭
は
、

大
日
本
国
磤
馭
廬
洲
ノ
太
古
ヨ
リ
、
八
百
万
代
ノ
末
マ
デ
、

一
王
不
易
ノ
沢
ハ
、
四
海
万
国
ニ
超
越
セ
サ
セ
玉
ヒ
タ
ル
御

美
事
、
今
更
オ
サ
〳
〵
申
奉
ル
ニ
モ
及
バ
ヌ
御
事
ユ
ヘ
、
姑

ク
コ
レ
ヲ
オ
キ
、
…
…

で
あ
る
。
二
つ
の
傍
線
部
は
、『
校
草
』
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
大

日
本
」「
百
王
不
易
ノ
沢
」
と
な
っ
て
い
る
。
各
種
の
刊
本
は
、

そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る）
13
（

。

　

同
じ
「
王
室
ノ
事
」
の
有
名
な
一
節
は
、

但
シ
今
日
幸
ニ　
　

聖
天
子
宇
ニ
当
ラ
セ
玉
ヒ
、
東
関
賢
佐

委
任
ヲ
専
ニ
セ
サ
セ
ラ
レ
、
中
興
隆
治
ノ
啓
ケ
ソ
メ
シ
御
事

ナ
レ
バ
、
積
年
ノ
功
ヲ
以
、
宿
弊
ヲ
芟
除
ア
ラ
レ
ン
事
、
寔

ニ
千
載
ノ
機
会
ト
モ
云
ツ
ベ
シ
、

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
引
用
文
中
の
「
聖
天
子
」
は
、
二
字
分
の

闕
字
で
あ
る）
1（
（

。
そ
し
て
、
光
格
の
場
合
は
、
定
信
の
場
合
と
は
や

や
異
な
り
、
そ
の
後
も
「
王
室
ノ
事
」
に
、「
主
上
」「
今
上
」
等
、

直
接
に
光
格
を
指
す
語
句
を
使
う
場
合
は
、
基
本
的
に
は
二
字
分

の
欠
字
に
し
て
い
る
（「
幸
ニ　
　

主
上
春
秋
ニ
富
サ
セ
玉
ヘ

バ
、
…
…
」「
寔
ニ
有
ガ
タ
キ
御
事
ナ
レ
共
、　　

主
上
ノ
御
好
ミ

ト
否
ト
ア
レ
バ
、　

叡
感
ノ
深
浅
モ
ア
ル
ベ
シ
」「
増
テ　
　

今
上

ハ
、
一
向
散
楽
ヲ
好
マ
セ
玉
ハ
ズ
、
…
…
」）。
た
だ
し
、
そ
の
他

の
箇
所
は
、
一
字
分
の
闕
字
で
あ
る
。

　

な
お
、
歴
代
の
天
皇
の
名
前
は
、
す
で
に
巻
之
下
の
「
送
葬
ノ

事
」
の
な
か
に
も
見
え
る
（「
神
武
天
皇
」「
応
神
天
皇
」「
仁
徳
天

皇
」「
用
明
天
皇
」「
持
統
天
皇
」）
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
闕
字

に
は
な
っ
て
い
な
い）
15
（

。
そ
の
他
、
天
皇
・
朝
廷
に
関
わ
る
語
句
に
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つ
い
て
は
、「
皇
居
」「
叡
虜
」「
上
皇
」「
聖
体
」「
行
宮
」「
御
駐
蹕
」

「
内
裏
」「
新
宮
」「
王
者
」「
先
帝
」「
聖
明
」「
至
尊
」「
祖
宗
」「
聖
主
」

「
院
」「
天
覧
」
と
い
っ
た
言
葉
の
上
を
一
字
分
闕
字
に
し
て
い
る(16

(

。

　

天
皇
・
朝
廷
関
連
以
外
で
は
、「
且
又　

東
照
■
宮
ノ
ア
ル
ト

キ
ノ
上
意
ニ
…
…
」「
サ
レ
共　

照
后
ノ
御
神
虜
ヲ
以
昭
鑒
残
ル

ク
マ
モ
ナ
ク
…
…
」「
我　

照
后
、
関
東
御
入
国
ノ
砌
、
…
…
」「
時

ニ
従
ヒ
宜
ヲ
揣
ル
ハ
、
国
初
ノ　

御
神
慮
ニ
叶
フ
筋
ナ
ル
ベ
シ
」

と
い
う
よ
う
に
、家
康
を
示
す
語（「
東
照
宮
」「
照
后
」「
御
神
慮
」）

の
手
前
を
一
字
分
闕
字
に
し
て
い
る
（
巻
之
二
「
世
禄
ノ
事
」「
奉

行
代
官
ノ
事
」、
巻
之
三
「
金
銀
幣
ノ
事
」）。
そ
れ
か
ら
、「
寛
永　

御
上
洛
ノ
時
、
府
下
ノ
地
子
銭
ノ
恩
免
ア
ラ
セ
ラ
レ
、
…
…
」
と

い
う
よ
う
に
、
寛
永
十
一
年
の
家
光
の
上
洛
を
記
述
す
る
際
、「
御

上
洛
」
の
語
の
手
前
を
一
字
分
闕
字
に
し
て
い
る
（
巻
之
三
「
物

価
ノ
事
」）。
ま
た
、「
ソ
ノ
比
、　

上
ノ
思
召
ニ
京
大
坂
ノ
地
モ
願

出
ナ
バ
、
学
校
仰
付
ラ
ル
ベ
キ
ト
ノ
御
趣
ニ
テ
、
…
…
」（
巻
之

二
「
学
校
ノ
事
」）
と
い
う
よ
う
に
、（
懐
徳
堂
に
「
御
免
許
」
を

与
え
た
）
吉
宗
（
政
権
）
の
こ
と
を
一
字
分
闕
字
に
し
て
い
る
。

そ
の
他
、「
一
旦　

公
裁
ア
リ
シ
カ
ド
モ
ト
カ
ク
寧
謐
セ
ザ
ル
由
」

（
巻
之
四
「
仏
法
ノ
事
」）
と
い
う
よ
う
に
、「
公
裁
」
の
前
を
一

字
分
闕
字
に
し
て
い
る
。

　

定
信
と
光
格
に
対
し
て
（
前
述
の
よ
う
に
頻
度
は
異
な
る
が
）

二
字
分
の
闕
字
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、「
草
茅
危
言
」
の
重
要

な
特
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
上
記
の
「
王
室
ノ
事
」
冒
頭
の
引
用
部
分
の
傍
線
部
は

関
東
で
は
な
く
「
東
関
」
と
表
記
し
、
さ
ら
に
「
賢
治
」
で
は
な

く
「
賢
佐
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
東
関
」
の
語
は
、
巻
之

一
「
皇
子
皇
女
ノ
事
」「
宗
廟
ノ
事
」、
巻
之
二
「
学
校
ノ
事
」
等

に
も
見
え
る
。
そ
れ
か
ら
、
密
書
「
與
吉
田
大
津
留
二
君
書
」
の

な
か
に
も
見
え
る
。

　

た
だ
し
、
同
じ
「
王
室
ノ
事
」
の
な
か
で
、「
是
マ
デ
桜
菊
ノ

御
能
ハ
、
関
東
ヨ
リ
ノ
御
馳
走
ト
承
ハ
ル
」「
コ
レ
併
ナ
ガ
ラ
全

ク
関
東
ノ
御
徳
意
ト
存
ゼ
バ
、
御
威
光
ヲ
仰
グ
心
モ
、
尚
サ
ラ
深

カ
ル
ベ
シ
」「
右
ニ
述
ル
如
ク
、関
東
ヨ
リ
御
馳
走
ニ
テ
行
幸
ノ
事
、

潜
幸
微
幸
行
ナ
ド
ト
ハ
、
類
ヲ
絶
タ
ル
事
ヲ
知
ズ
」
と
い
う
よ
う

に
、「
関
東
」
の
語
も
繰
り
返
し
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
巻

之
一
の
他
の
箇
所
や
、
他
の
巻
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
（
例
え

ば
、
巻
之
一
「
暦
日
ノ
事
」、
巻
之
三
「
水
利
ノ
事
」「
金
銀
幣
ノ
事
」

等
）。
し
た
が
っ
て
、
竹
山
は
、「
東
関
」
と
「
関
東
」
と
を
併
用

し
て
い
た
。
た
だ
、「
東
関
」
と
し
た
四
つ
の
箇
所
は
、『
校
草
』

の
時
点
で
巻
之
二「
学
校
ノ
事
」の
一
箇
所
以
外
の
四
箇
所
が「
関

東
」に
な
っ
て
い
る
。『
懐
記
』以
外
の
刊
本
で
は
、ほ
ぼ
全
て「
関

東
」
に
統
一
さ
れ
て
い
る）
1（
（

。

　
「
皇
子
皇
女
ノ
事
」
に
は
、
輪
王
寺
宮
を
法
親
王
で
は
な
く
親

王
（「
真
ノ
親
王
」）
に
管
掌
さ
せ
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
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そ
の
際
、
具
体
的
な
仕
組
み
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
が
、
そ
の

な
か
に
、

但
シ
他
ヨ
リ
ハ
大
禄
ノ
御
迹
ノ
事
ユ
ヘ
、
帰
京
ノ
初
禄
ヲ
、

親
王
ニ
准
ジ
、
後
嗣
追
々
ノ
減
殺
モ
、
ソ
ノ
順
ニ
十
等
ヲ
加

フ
ル
モ
ナ
リ
テ
、
然
ベ
カ
ラ
ン
カ
、

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
代
々
の
皇
子
が
管
掌
す
る
「
一
代
切
」
の

仕
組
み
は
従
来
と
変
え
な
い
と
す
る
一
方
で
、
法
親
王
で
は
な
く

親
王
が
管
掌
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
二
代
目
「
諸
王
」
や
そ
れ
以

降
の
処
遇
に
つ
い
て
具
体
的
な
提
案
を
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
竹

山
は
、
親
王
の
子
孫
に
つ
い
て
は
臣
籍
降
下
後
の
禄
の
減
少
の
基

準
に
つ
い
て
、
十
段
階
で
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、「
朝
廷
」「
王
室
」
等
の
語
句
に
つ
い

て
の
修
正
箇
所
で
あ
る
。「
御
上
洛
ノ
事
」
で
は
、「
マ
シ
テ
御
上

洛
ハ
、朝
廷
王
室
ヲ
格
別
御
尊
敬
遊
バ
サ
ル
ヽ
ノ
美
意
ヨ
リ
出
テ
」

と
い
う
よ
う
に
、
元
々
は
「
朝
廷
」
と
記
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
「
王

室
」
に
変
え
て
い
る
。
ま
た
、「
受
領
ノ
事
」
で
は
、「
サ
キ
ニ
一

矦
ノ
、
朝
廷
搢
紳
家
ヘ
ノ
文
通
ニ
」
と
い
う
箇
所
で
ま
ず
「
朝
廷
」

の
脇
に
「
京
師
」
と
記
し
た
上
で
、
両
方
の
上
に
新
た
に
紙
を
貼

り
、「
京
師
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、「
朝
廷
」
の
語
を
別

の
表
現
に
書
き
換
え
て
い
る
。

　

た
だ
し
、「
王
室
ノ
事
」
に
「
御
即
位
礼
ハ
、
御
一
代
ノ
大
典

ナ
ル
ヲ
、
応
仁
乱
後
、
朝
廷
ノ
式
微
ヨ
リ
、
永
正
中
ハ
、
二
十
年

ヲ
歴
ル
マ
デ
、
コ
ノ
大
礼
行
ハ
レ
ズ
」
と
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、「
諡

号
院
号
ノ
事
」
に
は
、「
必
竟
ハ
中
葉
已
来
、　

朝
廷
ニ
文
学
衰
ヘ
、

死
喪
ノ
事
ハ
、
浮
屠
ニ
托
シ
、
…
…
」
と
あ
る
（
こ
こ
で
は
、「
朝

廷
」
の
前
を
一
字
分
闕
字
に
し
て
い
る
）。「
皇
子
皇
女
ノ
事
」
に

も
、「
此
事
数
百
年
来
、
朝
廷
ノ
典
故
ト
ナ
リ
タ
ル
故
、
大
弊
ト

知
ナ
ガ
ラ
モ
、
…
…
」
と
あ
る
。
ま
た
、「
公
卿
百
官
ノ
事
」
に
は
、

「
朝
廷
隆
盛
ノ
間
ハ
、
聘
唐
ノ
命
相
継
テ
、
何
事
モ
唐
礼
ヲ
受
行

ハ
セ
ラ
レ
、
典
章
文
物
、
彬
々
タ
ル
事
ナ
リ
シ
ニ
、
…
…
」「
其

風
ツ
ヰ
ニ
朝
廷
ノ
衰
絀
マ
デ
ニ
及
ビ
タ
リ
」「
朝
廷
ニ
、
コ
ノ
事

ノ
ミ
闕
如
タ
ル
事
、
恂
ト
ニ
惜
ム
ベ
シ
」「
朝
廷
ノ
永
制
ヲ
立
オ

カ
レ
タ
キ
御
事
ナ
リ
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
朝
廷
」
の
語

を
全
て
書
き
換
え
て
い
る
わ
け
で
は
全
く
な
い
。

　

ま
た
、「
年
号
ノ
事
」
で
は
、「
又
年
号
ノ
文
字
ハ
◦朝
廷
ニ字

数
ノ
定

マ
リ
ア
リ
テ
、
広
ク
諸
書
ニ
求
ム
ル
事
ヲ
禁
ズ
」
と
い
う
よ
う
に
、

後
か
ら
「
朝
廷
」
の
語
を
挿
入
し
て
い
る
。
他
の
巻
に
も
「
朝
廷
」

の
語
は
見
え
る
（
例
え
ば
、
巻
之
五
「
〇
寺
町
僧
侶
ノ
事
」、
巻

之
二「
武
門
叙
任
ノ
事
」「
儒
者
ノ
事
」、巻
之
四「
祈
祷
ノ
事
」等
）。

そ
れ
か
ら
、
同
じ
く
他
の
巻
で
も
、「
全
体
韓
人
ノ
入
貢
ハ
、
朝

禁
廷
ニ
上
表
夕ノ
日
本
国
皇
帝
陛
下
ナ
ド
認
タ
メ
、
返
簡
ハ
翰
苑
ノ

諸
公
起
草
夕ノ
勅
答
ア
ラ
セ
ラ
ル
ベ
キ
事
、
是
古
式
ナ
リ
」
と
い
う
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よ
う
に
、「
朝
廷
」
と
書
い
て
あ
っ
た
の
を
後
か
ら
「
禁
廷
」
に

書
き
改
め
て
い
る
（
巻
之
二
「
蝦
夷
ノ
事
」）。

　

し
た
が
っ
て
、
竹
山
は
、「
朝
廷
」
の
語
を
忌
避
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
草
稿
の
段
階
で
は
基
本
的
に
は
「
朝

廷
」
の
語
を
使
っ
て
書
き
進
め
て
い
っ
た
が
、
推
敲
す
る
段
階
で

同
じ
言
葉
の
頻
出
を
嫌
っ
て
別
の
表
現
に
適
宜
書
き
換
え
て
い
っ

た
、
と
い
う
可
能
性
が
高
い
。

（
三
）
巻
之
二
（
旧
「
巻
之
中
乾
」）
の
体
裁
と
内
容

〈
体
裁
〉

　

目
録
の
冒
頭
に
、「
草
茅
危
言
巻
之
二
目
録
」と
あ
る
。こ
の「
二

目
録
」
の
箇
所
は
、
元
々
は
「
中
ノ
乾
」
と
記
し
て
あ
っ
た
の
を
、

上
か
ら
紙
を
貼
っ
て
訂
正
し
て
い
る
。
内
題
も
、
同
様
に
、
元
々

は
「
草
茅
危
言
巻
之
中
乾
」
と
あ
っ
た
の
を
、「
中
乾
」
の
箇
所

に
紙
を
貼
っ
て
、「
二
」
と
訂
正
し
て
い
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
巻
か
ら
巻
之
四
ま
で
の
「
目
録
」
に

は
一
つ
書
き
は
附
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
本
文

の
形
式
に
つ
い
て
、
こ
の
巻
之
二
か
ら
一
つ
書
き
が
附
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
巻
之
下
と
巻
之
一
の
本
文
に
は
一
つ
書
き
は
な
く
、

欄
外
に
〇
印
を
附
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
巻
之

二
～
巻
之
四
に
つ
い
て
は
欄
外
の
〇
印
に
加
え
て
一
つ
書
き
が
附

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
各
項
目
の
最
初
の
条
に
は
一
つ

書
き
は
附
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
体
裁
は
、
基
本
的
に
は
、
こ

の
後
の
巻
之
三
・
巻
之
四
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
巻
之
下
・
巻
之
一
の
本
文
中
に
は
読
点
が
附
さ
れ

て
い
た
の
だ
が
、
巻
之
二
～
巻
之
四
の
本
文
中
に
は
読
点
は
一
切

附
さ
れ
て
い
な
い
（
な
お
、
以
下
の
引
用
箇
所
で
附
さ
れ
て
い
る

読
点
は
全
て
引
用
者
に
よ
る
）。

〈
内
容
〉

　

刊
本
と
は
大
き
く
異
な
る
、
あ
る
い
は
刊
本
で
は
捨
象
さ
れ
た

重
要
な
箇
所
を
挙
げ
て
お
く
。
こ
の
巻
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に

は
、「
御
麾
下
ノ
事
」「
武
門
養
子
ノ
事
」「
武
門
元
服
ノ
事
」「
儒

者
ノ
事
」「
外
舶
互
市
ノ
事
」「
蝦
夷
ノ
事
」
の
本
文
中
に
あ
る
、

見
せ
消
ち
の
記
述
や
刊
本
と
は
異
な
る
表
記
、
刊
本
で
は
省
略
さ

れ
た
重
要
箇
所
、
後
か
ら
書
き
足
し
た
箇
所
等
に
着
目
す
る
。

　

ま
ず
、「
御
麾
下
ノ
事
」
に
は
、
旗
本
・
御
家
人
に
対
す
る
禄

増
減
の
法
に
つ
い
て
、

代
々
不
肖
不
幸
ナ
ド
打
続
キ
追
々
削
ラ
レ
テ
モ
ミ
ナ
ソ
ノ
現

在
ノ
禄
ノ
一
二
分
ト
減
ズ
ル
ユ
ヘ
ニ
、
イ
ツ
マ
デ
モ
禄
ノ
尽

ル
ト
云
事
ナ
シ
、
或
ハ
カ
ネ
テ
減
禄
ノ
限
リ
テ
立
ヲ
カ
セ
ラ

レ
、
タ
ト
ヘ
バ
千
石
以
上
ノ
家
ノ
減
ス
ル
ハ
二
百
俵
ニ
止
マ

リ
、
千
石
未
満
ノ
家
ノ
減
ス
ル
ハ
七
十
俵
以
上
ニ
止
マ
ル
ナ
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ド
ア
ラ
ン
カ
、
コ
レ
ミ
ナ
世
禄
ノ
慈
仁
ニ
泄
ル
ヽ
事
ナ
シ
、

と
い
う
よ
う
に
、
見
せ
消
ち
の
一
文
が
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
こ

の
一
文
は
、『
校
草
』や『
懐
記
』も
含
め
て
、全
て
の
刊
本
に
載
っ

て
い
な
い
。
定
信
に
献
上
し
た
「
草
茅
危
言
」
で
も
省
略
さ
れ
た

と
思
わ
れ
る
。何
故
消
す
こ
と
に
し
た
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。

と
は
い
え
、
こ
の
記
述
か
ら
、
禄
を
減
ら
す
際
の
基
準
を
竹
山
が

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、「
儒
者
ノ
事
」
に
は
、

イ
ヨ
〳
〵
麁
末
ナ
ラ
ヌ
人
物
ナ
ラ
バ
、町
ヨ
リ
申
シ
出
次
第
、

苗
字
ヲ
サ
シ
ユ
ル
サ
レ
、
一
宿
以
上
ノ
他
行
ハ
帯
刀
御
免
ア

リ
テ
モ
ク
ル
シ
カ
ル
マ
ジ
、
モ
シ
後
日
ニ
不
法
ノ
事
ア
リ
テ

ハ
、
ソ
レ
〳
〵
ノ
役
所
マ
デ
評
判
聞
ヘ
バ
苗
字
帯
刀
ヲ
メ
シ

上
ゲ
ラ
レ
、
処
ヲ
逐
斥
ケ
、
別
人
ヲ
サ
シ
オ
カ
ス
ベ
シ
、

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
儒
者
の
身
分
の
公
認
を
求
め
た
箇
所
で
あ
る

が
、
当
初
は
苗
字
の
み
な
ら
ず
（
一
泊
以
上
の
他
行
の
際
の
）
帯

刀
に
つ
い
て
も
要
求
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、
帯
刀
に

つ
い
て
は
、
最
終
的
に
削
除
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
も
、

全
て
の
刊
本
に
載
っ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、「
武
門
元
服
ノ
事
」
で
は
、

コ
ノ
二
百
年
来
ノ
内
、
太
平
ノ
化
ニ
誇
リ
武
道
ヲ
忘
レ
、
声

色
ニ
溺
レ
、
奢
侈
ニ
長
ジ
、
国
ヲ
滅
シ
家
ヲ
失
ヒ
タ
ル
人
々
、

ミ
ナ
剃
頂
ナ
リ
、

と
あ
り
、「
武
道
ヲ
忘
レ
」
と
書
い
た
箇
所
を
見
せ
消
ち
に
し
て

い
る
。
こ
の
同
じ
個
所
に
は
、『
校
草
』
及
び
近
代
以
降
の
刊
本
、

『
懐
記
』
で
は
「
懦
弱
ニ
テ
」
と
い
う
語
句
が
入
っ
て
い
る）
18
（

。
た

だ
し
、
現
行
の
竹
山
自
筆
本
に
は
こ
の
箇
所
に
こ
の
語
句
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
偏
の
一
部
と
も
見
え
る
僅
か
な
墨
の

跡
は
脇
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、『
懐
記
』
が
作
ら
れ
た
段
階
で

は
こ
の
脇
に
紙
片
が
貼
っ
て
あ
り
、
そ
の
上
に
「
懦
弱
ニ
テ
」
と

記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
時
点
で
す
で

に
紙
片
は
剥
が
れ
て
い
た
が
、
諸
本
と
校
合
し
て
こ
こ
に
「
懦
弱

ニ
テ
」
の
語
句
が
入
っ
て
い
た
と
推
測
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
か
ら
、「
外
舶
互
市
ノ
事
」に
は
、書
籍
の
舶
来
に
つ
い
て
、

書
籍
ハ
追
々
持
渡
リ
ナ
ク
テ
叶
ハ
ザ
ル
事
ナ
リ
、
サ
レ
共
年

来
無
用
閑
雑
ノ
書
ノ
ミ
来
リ
テ
万
言
喩
・
康
済
録
ナ
ド
数
編

ノ
外
ニ
ハ
好
書
ア
ル
ヲ
見
ズ
、

と
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
じ
つ
は
傍
線
部
が
、『
校
草
』
等
の
近
世

段
階
の
刊
本
で
は
完
全
に
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
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近
代
以
降
の
刊
本
で
も
、『
懐
記
』
以
外
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る）
19
（

。

こ
の
傍
線
部
か
ら
は
、
竹
山
が
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
清
朝
の
時
代

の
書
物
の
う
ち
何
を
評
価
し
て
い
た
の
か
を
具
体
的
に
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
箇
所
は
、「
草
茅
危
言
」
の
構
成
を

考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　
「
万
言
喩
」
と
は
、
清
朝
の
雍
正
帝
が
父
・
康
煕
帝
が
作
成
し

た
『
聖
諭
十
六
条
』
に
逐
条
的
な
解
釈
を
施
し
て
頒
布
し
た
教
諭

書
『
聖
喩
広
訓
』
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、『
康
済
録
』（
乾
隆
四
・
元
文
四
〔
一
七
三
九
〕
年
成
）

と
は
、
清
朝
の
浙
江
仁
和
の
監
生
・
陸
曾
禹
が
「
救
飢
譜
」
を
著

し
、
吏
科
給
事
中
の
倪
國
璉
（
曾
禹
と
同
じ
浙
江
仁
和
の
出
身
者
）

が
そ
の
大
要
を
全
四
巻
に
分
類
し
て
包
括
的
に
ま
と
め
た
、
飢
饉

対
策
の
手
引
き
の
書
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
は
、
そ
の
後
、
乾
隆
四

年
十
月
に
國
璉
か
ら
乾
隆
帝
に
献
上
さ
れ
た
。
乾
隆
帝
は
、
こ
の

書
が
実
用
に
益
が
あ
る
こ
と
を
喜
び
、
諸
臣
に
校
訂
と
頒
布
を
命

じ
、
さ
ら
に
は
こ
の
書
を
『
康
済
録
』
と
名
付
け
た
。

　
『
康
済
録
』
の
構
成
は
、
第
一
巻
「
前
代
救
援
之
典
」、
第
二
巻

「
先
事
之
政
」、
第
三
巻
「
臨
事
之
政
」（
上
・
下
二
巻
）、
第
四
巻

「
事
後
之
政
」、「
附
録
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
形
式
と
し
て
は
、

後
述
す
る
各
項
目
に
経
書
・
史
書
等
か
ら
関
連
す
る
事
例
を
引
用

し
、そ
れ
ぞ
れ
に
論
評
や
補
足
を
加
え
て
、各
項
目
の
最
後
に「
総

論
」
を
置
い
て
い
る
。

　

第
一
巻
で
は
堯
舜
の
時
代
か
ら
元
明
ま
で
の
先
例
を
王
朝
順
に

配
列
す
る
。
そ
の
上
で
、
第
二
巻
の
飢
饉
予
防
策
（
農
桑
の
教
育
、

水
利
の
講
義
、
社
倉
の
設
置
、
保
甲
制
度
の
厳
格
化
、
截
留
の
奏

上
、
常
平
倉
の
設
置
、
の
全
六
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
る
）、
第
三

巻
の
飢
饉
の
際
の
政
策
（
祈
祷
の
迅
速
な
施
行
、
人
材
登
用
の
実

施
、
言
路
の
洞
開
、
戸
口
の
調
査
、
国
帑
の
貸
与
、
囚
人
の
審
査

と
冤
罪
者
の
釈
放
、
遏
糴
の
禁
止
、
備
荒
貯
蓄
の
開
放
、
物
価
の

抑
制
、
粥
廠
の
設
置
、
流
民
の
慰
安
、
富
豪
へ
の
施
し
の
奨
励
、

減
税
の
実
施
、
仕
事
の
創
出
、
孤
児
の
保
育
、
死
者
の
把
握
、
盗

賊
の
抑
止
、
独
断
専
行
の
許
可
、
蝗
蝻
対
策
、
牛
と
種
の
貸
与
、

の
全
二
十
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
る
）、
第
四
巻
上
の
飢
饉
後
の
対

策
（
補
償
の
実
施
、
賞
罰
の
実
行
、
物
資
の
不
足
へ
の
対
策
、
節

倹
の
奨
励
、
風
俗
を
素
朴
に
す
る
こ
と
、
の
全
六
項
目
か
ら
構
成

さ
れ
る
）、
第
四
巻
下
の
附
録
（「
摘
用
備
観
」「
賑
粥
須
知
」「
捕

蝗
必
覧
」「
社
倉
条
約
」）
を
並
べ
る
。

　

と
り
わ
け
、『
康
済
録
』
第
二
巻
「
先
事
之
政
」・
第
三
巻
「
臨

事
之
政
」
の
諸
項
目
は
、「
草
茅
危
言
」
の
巻
之
三
の
諸
項
目
（「
地

理
」「
水
利
」「
浮
沓
」「
龍
尾
車
」「
別
駕
車
」「
金
銀
幣
」「
銭
幣
」「
物

価
」「
常
平
倉
」「
社
倉
」）と
類
似
し
て
い
る
。竹
山
が
い
つ
頃
、『
康

済
録
』
を
読
ん
だ
の
か
は
現
時
点
で
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い

が
、「
草
茅
危
言
」巻
之
三
を
執
筆
す
る
際
に
一
定
程
度『
康
済
録
』

を
参
照
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、
そ
の
一
方
で
、『
康
済
録
』
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第
二
巻
・
第
三
巻
と
「
草
茅
危
言
」
巻
之
三
と
の
配
列
を
見
て
み

る
と
、
前
者
に
あ
っ
た
「
先
事
之
政
」「
臨
事
之
政
」
の
区
別
に

つ
い
て
は
後
者
の
構
成
に
は
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
分
か
る
。
こ
れ
は
、「
草
茅
危
言
」
が
飢
饉
対
策
に
特
化
し
た

書
で
は
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、「
蝦
夷
ノ
事
」
の
冒
頭
は
、「
一
両
年
前
蝦
夷
ノ
騒
動
ハ

何
故
ナ
リ
シ
ヤ
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
各
種
の
刊
本
だ
と
、「
一
、

両
年
前
…
…
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る）
20
（

。
た
だ
し
、
前
述
し
た
よ
う

に
、一
つ
書
き
が
附
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
巻
之
二
～
巻
之
四
の「
草

茅
危
言
」
で
は
、
各
項
目
の
一
条
目
に
は
一
つ
書
き
は
附
さ
な
い

形
式
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
も
例
外
で
は
な
い
。
こ
の
一
つ

書
き
の
表
記
に
つ
い
て
の
原
則
は
、『
校
草
』
の
段
階
で
す
で
に

崩
れ
て
お
り
、
巻
之
一
～
巻
之
三
に
つ
い
て
は
最
初
の
項
目
（「
王

室
之
事
」「
御
麾
下
ノ
事
」「
地
理
之
事
」）
を
除
い
て
各
項
目
の
一

条
目
に
も
一
つ
書
き
を
附
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
各
種
の

刊
本
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に

『
中
草
』
で
は
ほ
ぼ
全
て
の
項
目
に
一
つ
書
き
を
附
し
て
い
る
。

　

同
じ
く
「
蝦
夷
地
ノ
事
」
に
は
、
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
、「
又
ウ

ス
コ
ビ
ヤ
国
強
大
ニ
ナ
リ
、
…
…
」
と
あ
る
。
こ
の
「
ウ
ス
コ
ビ

ヤ
国
」
は
、『
校
草
』
の
段
階
で
は
「
ウ
ス
コ
ヒ
ヤ
国
」
と
表
記

さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
各
種
の
刊
本
を
見
る
と
、『
経
叢
』『
中
草
』

以
外
の
版
で
は
、「
モ
ス
コ
ビ
ヤ
国
」と
表
記
さ
れ
て
い
る）
21
（

。な
お
、

「
ウ0

ス
コ
ビ
ヤ
国
」
と
い
う
表
記
は
、
管
見
の
限
り
他
書
に
は
見

え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
竹
山
の
ロ
シ
ア
認
識
を
考
え
る
上
で
一

つ
の
手
掛
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
初
ヨ
リ
屯
戍
ノ

設
ニ
非
レ
バ
、
少
シ
モ
卑
怯
ト
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
又
」
と
い
う
箇
所

を
後
か
ら
挿
入
し
て
い
る
。

（
四
）
巻
之
三
（
旧
「
巻
之
中
坤
」）
の
体
裁
と
内
容

〈
体
裁
〉

　
「
目
録
」
の
冒
頭
に
、「
草
茅
危
言
巻
之
三
目
録
」
と
あ
る
。
こ

の
う
ち
、「
巻
之
三
目
録
」の
箇
所
は
、上
か
ら
紙
を
貼
っ
て
い
る
。

元
々
の
字
句
は
切
り
取
ら
れ
て
お
り
、
何
が
書
い
て
あ
っ
た
か
は

不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
内
題
の
ほ
う
に
は
、「
草
茅
危
言
巻
之
三
」

と
あ
り
、
元
々
は
「
草
茅
危
言
巻
之
中
坤
」
と
書
い
て
あ
り
、
こ

の
う
ち
「
中
坤
」
の
箇
所
に
紙
を
貼
り
、「
三
」
と
訂
正
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
目
録
の
箇
所
に
も
元
々
は
「
草
茅
危
言
巻
之
中
坤
」

と
記
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

〈
内
容
〉

　

刊
本
と
は
大
き
く
異
な
る
、
あ
る
い
は
刊
本
で
は
捨
象
さ
れ
た

重
要
な
箇
所
を
挙
げ
て
お
く
。
こ
の
巻
で
は
、
具
体
的
に
は
、「
水

利
ノ
事
」「
金
銀
幣
ノ
事
」「
物
価
ノ
事
」「
常
平
倉
ノ
事
」
に
見
え

る
見
せ
消
ち
等
の
箇
所
を
取
り
上
げ
、
検
討
す
る
。
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ま
ず
、「
水
利
ノ
事
」
に
は
、

年
中
官
吏
郵
置
ノ
通
行
、
列
矦
群
伯
ノ
会
同
参
勤
交
代
、
士

大
夫
ノ
往
来
、
下
ハ
一
切
ノ
行
旅
マ
デ
、
…
…

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
当
初
、
大
名
の
参
勤
交
代
に
つ
い
て
「
会

同
交
代
」
の
語
で
表
記
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

次
に
、「
金
銀
幣
ノ
事
」
に
は
、
南
鐐
二
朱
銀
に
つ
い
て
、

ソ
ノ
上
二
銖
ノ
位
ソ
ノ
量
ニ
少
シ
中
ラ
ザ
ル
ヲ
推
テ
行
ハ
セ

ラ
ル
ヽ
ニ
ヨ
リ
、
上
国
ニ
テ
金
価
次
第
ニ
劣
リ
テ
、
一
統
ノ

サ
シ
ツ
カ
へ
ト
ナ
リ
タ
リ
、

と
あ
る
。
こ
の
一
文
は
、
見
せ
消
ち
の
部
分
を
含
め
る
と
文
意
が

や
や
変
わ
り
、
田
沼
政
権
時
の
流
通
政
策
の
強
引
さ
を
表
現
す
る

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
加
わ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
最
終
的
に
は
削
除
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
。こ
の
点
は
、『
懐
記
』に
も
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

　
「
常
平
倉
ノ
事
」
に
は
、

公
私
農
末
ト
モ
ニ
便
ナ
ル
天
下
公
共
ノ
価
ト
云
ベ
シ
、

と
あ
る
。
下
線
部
の
「
天
下
」
を
後
か
ら
挿
入
し
て
い
る
。
な
お
、

「
天
下
公
共
ノ
宝
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
同
じ
巻
之
三
の
「
金
銀

幣
ノ
事
」
に
見
え
る
。

　

な
お
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
巻
之
三
は
元
々
「
巻
之
中
坤
」
で

あ
っ
た
か
ら
、
竹
山
は
こ
の
巻
を
も
っ
て
「
草
茅
危
言
」
を
完
結

さ
せ
る
構
想
を
一
度
は
抱
い
た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
巻
之
三
に

は
、「
コ
レ
ラ
ノ
害
ハ
尚
又
下
巻
ニ
及
ン
デ
論
ズ
ベ
シ
」「
尚
又
右

ノ
輩
ノ
害
ハ
是
又
下
巻
ニ
及
ン
デ
論
ズ
ベ
シ
」（「
物
価
ノ
事
」）、

「
尚
コ
ノ
仲
仕
ナ
ド
云
モ
ノ
ヽ
頑
弊
ハ
下
巻
ニ
論
ズ
ベ
シ
」「
不
実

商
ノ
大
害
ナ
ル
ノ
委
細
ハ
下
巻
ニ
及
ン
デ
論
ズ
ベ
シ
」（「
常
平
倉

ノ
事
」）
と
い
っ
た
よ
う
に
、「
下
巻
」
に
言
及
す
る
文
言
が
見
え

る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
巻
之
四
も
含
め
て
、
他
の
巻
に
は
見
え

な
い
。

（
五
）
巻
之
四
の
体
裁
と
内
容

〈
体
裁
〉

　
「
目
録
」
の
冒
頭
に
、「
草
茅
危
言
巻
之
四
目
録
」
と
あ
る
。
こ

の
う
ち
、「
茅
危
」「
四
」
の
箇
所
に
元
々
何
か
書
い
て
あ
り
、
そ

こ
に
紙
を
貼
っ
て
訂
正
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
茅
危
」
の
箇
所

は
元
々
の
字
句
を
切
り
取
っ
て
あ
り
、「
四
」
の
箇
所
は
元
々
の

文
字
が
何
で
あ
る
か
は
判
読
で
き
な
い
。
一
方
、
内
題
の
ほ
う
に

は
、「
草
茅
危
言
巻
之
四
」
と
あ
り
、
こ
の
箇
所
は
と
く
に
訂
正

し
た
痕
跡
は
見
え
な
い
。
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こ
の
巻
之
四
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
時
点
で
、「
草
茅
危
言
」

を
上
・
中
・
下
で
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、

こ
の
巻
を
書
く
時
点
で
、
す
で
に
上
・
中
（
乾
・
坤
二
巻
）・
下

全
四
巻
を
書
い
て
い
た
の
で
（
し
か
も
、
巻
之
下
を
先
に
提
出
し

て
い
る
）、
巻
之
中
の
乾
と
巻
之
下
と
の
間
に
別
の
巻
を
設
定
す

る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
っ
た
。
寛
政
元
年
冬
に
「
自
序
」

を
執
筆
し
た
時
点
で
、
当
初
の
上
・
中
（
乾
・
坤
二
巻
）・
下
全

四
巻
の
構
想
を
放
棄
し
、「
草
茅
危
言
」
を
全
五
巻
と
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
巻
を
巻
之
一
か
ら
巻
之
五
に
訂
正
す
る
こ
と
に
決
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

〈
内
容
〉

　

刊
本
と
は
大
き
く
異
な
る
、
あ
る
い
は
刊
本
で
は
捨
象
さ
れ
た

重
要
な
箇
所
を
挙
げ
て
お
く
。
こ
の
巻
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に

は
、
弟
で
あ
る
履
軒
に
つ
い
て
の
言
及
の
仕
方
に
着
目
す
る
。
ま

た
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
他
の
巻
の
用
例

も
併
せ
て
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、「
出
家
ノ
事
」
に
は
、
元
々
、「
…
…
幸
ニ
家或

弟人

ノ
私
ニ

草
ス
ル
攘
斥
茅
議
ノ
一
巻
ア
リ
」
と
書
い
て
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、

「
家或

弟人

」
の
語
句
の
上
に
紙
を
貼
り
、「
家
弟
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
「
家
弟
」
と
い
う
の
は
、
履
軒
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

最
初
、「
家
弟
」
と
書
き
、
そ
の
後
、「
或
人
」
に
書
き
換
え
る
こ

と
を
考
え
た
が
、
さ
ら
に
後
に
や
は
り
「
家
弟
」
と
す
る
こ
と
に

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
経
緯
は
、『
懐
記
』
に
お
い
て
も
反
映

さ
れ
て
い
な
い
。

　

な
お
、
こ
れ
よ
り
前
に
提
出
さ
れ
た
巻
で
は
、
履
軒
の
著
作
内

容
に
言
及
す
る
場
合
は
「
或
人
」（
巻
之
五
「
〇
盗
賊
ノ
事
」、
巻

之
二
「
琉
球
ノ
事
」、
巻
之
三
「
水
利
ノ
事
」）
と
表
記
し
て
い
る

よ
う
に
、
そ
れ
が
履
軒
の
著
作
で
あ
る
こ
と
を
じ
つ
は
明
示
し
て

い
な
か
っ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
、「
恤
刑
茅
議
」
の
著

作
名
の
み
を
記
す
場
合
が
あ
る
（
巻
之
五
「
〇
久
離
願
ノ
事
」、

巻
之
一
「
御
麾
下
ノ
事
」）。

　

た
だ
、
巻
之
三
「
龍
尾
車
ノ
事
」
で
は
、
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、

「
龍
尾
車
ハ
武
備
志
ニ
見
ユ
、
往
歳
家
弟
ソ
ノ
制
ヲ
考
ヘ
テ
試
ミ

ニ
小
サ
ク
造
リ
見
シ
事
ア
リ
シ
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
履
軒
と
分
か

る
人
物
の
こ
と
が
初
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、

同
じ
巻
之
三
「
銭
幣
ノ
事
」
に
も
、「
往
歳
濫
銭
盛
ン
ニ
出
テ
、

民
間
洶
々
タ
リ
シ
日
、
家
弟
愚
ニ
告
テ
云
、
鋳
銭
ハ
諸
矦
ノ
助
役

ヲ
命
ゼ
ラ
レ
タ
キ
モ
ノ
、
サ
ア
レ
バ
良
銭
自
由
ニ
吹
出
サ
ル
ベ
シ

ト
ナ
リ
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
も
履
軒
へ
の
言
及
が
見
え
る
。
も
っ

と
も
、
こ
れ
ら
は
、
履
軒
が
「
龍
尾
車
」
を
作
成
し
た
と
い
う
内

容
や
「
鋳
銭
」
に
つ
い
て
の
履
軒
と
の
会
話
の
内
容
で
あ
り
、
履

軒
の
著
作
に
つ
い
て
の
紹
介
で
は
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
竹
山
が
、
履
軒
の
文
章
に
言
及
す
る
際
に
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彼
の
こ
と
に
ど
れ
く
ら
い
言
及
す
る
か
と
い
う
点
を
慎
重
に
考
え

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
定
信
に
提
出
し
た
最
後
の
巻

で
あ
る
巻
之
四
に
至
っ
て
初
め
て
履
軒
の
こ
と
を
ほ
ぼ
明
示
す
る

か
た
ち
で
履
軒
の
著
作
を
紹
介
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
判
明

し
た
。お

わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
が
所
蔵
す
る

竹
山
自
筆
本
の
「
草
茅
危
言
」
を
書
誌
学
的
に
検
討
し
た
。
こ
の

検
討
作
業
の
結
果
、
以
下
の
①
～
⑤
の
経
緯
が
判
明
し
た
。

①
上
・
下
二
巻
、
な
い
し
上
・
中
・
下
三
巻
の
構
想
：
天
明
八

年
冬

②
上
・
中
（
乾
・
坤
二
巻
）・
下
全
三
巻
四
冊
の
構
想
：
寛
政

元
年

③
巻
之
一
～
巻
之
五
の
全
五
巻
五
冊
の
構
想
：
寛
政
元
年
冬

④
巻
之
一
（
宮
）
～
巻
之
五
（
羽
）：
寛
政
三
年
冬
以
降

⑤
巻
之
一
（
宮
）
～
巻
之
五
（
羽
）（
巻
之
五
に
蘭
室
の
跋
文

を
綴
じ
込
む
）：
寛
政
八
年
春

ま
ず
、
①
に
記
し
た
よ
う
に
、
天
明
八
年
の
時
点
で
は
、「
草
茅

危
言
」
は
上
下
二
巻
な
い
し
上
中
下
三
巻
の
構
想
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
構
想
の
下
に
、
天
明
八
年
十
一
月
に
、

ま
ず
は
巻
之
下
を
提
出
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、②
～
③
に
あ
る
よ
う
に
、次
に
提
出
す
る
予
定
の「
巻

之
上
」
を
執
筆
し
、
さ
ら
に
「
巻
之
中
」
を
執
筆
し
、
そ
の
中
巻

を
乾
・
坤
の
二
冊
に
分
け
て
も
さ
ら
に
収
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

た
め
、
上
・
中
・
下
の
括
り
そ
れ
自
体
を
変
更
し
、
す
で
に
提
出

し
た
「
巻
之
下
」
も
含
め
て
全
五
巻
五
冊
の
構
成
に
す
る
こ
と
に

し
た
。
こ
れ
が
、
巻
之
一
（
旧
「
巻
之
上
」）
を
提
出
す
る
直
前
の
、

寛
政
元
年
冬
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
巻
之
一
～
巻
之
四
の
大
ま
か
な
プ
ラ
ン
は
、
基

本
的
に
は
寛
政
元
年
冬
ま
で
に
決
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
、

巻
之
二
～
巻
之
四
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
政
治
や
社
会
の
状
況

を
踏
ま
え
て
順
次
加
筆
修
正
が
な
さ
れ
、
寛
政
三
年
の
初
頭
か
ら

冬
に
か
け
て
提
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
巻
之
三
の
構
成
に
つ

い
て
は
、
巻
之
二
「
外
舶
互
市
ノ
事
」
の
な
か
で
「
好
書
」
と
評

価
す
る
『
康
済
録
』
の
構
成
を
一
定
程
度
踏
ま
え
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
。

　

ま
た
、
各
巻
の
体
裁
と
内
容
に
即
し
て
、
各
種
刊
本
と
記
述
が

異
な
る
箇
所
を
逐
一
指
摘
し
た
。
そ
の
結
果
、『
経
叢
』
と
『
中
草
』

の
版
は
、
近
世
木
活
字
本
の
『
拙
叢
』『
校
草
』
や
明
治
元
年
の
『
富

草
』
を
或
る
程
度
忠
実
に
翻
刻
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
そ
し
て
、『
日
叢
』『
日
大
』『
集
』
の
各
版
は
、
元
々
の
五
巻

五
冊
を
十
巻
と
表
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
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か
な
り
の
改
変
を
加
え
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

と
は
い
え
、
本
稿
の
検
討
作
業
か
ら
、
木
活
字
本
の
時
点
で
す

で
に
竹
山
自
筆
本
か
ら
の
少
な
か
ら
ぬ
改
変
が
見
ら
れ
る
こ
と
も

分
か
っ
た
。
そ
の
点
で
、『
懐
記
』
は
、
唯
一
、
竹
山
自
筆
本
を

底
本
と
し
た
版
で
は
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
版
も
、
自
筆
本
に
あ
る

見
せ
消
ち
等
は
ほ
と
ん
ど
翻
刻
し
て
い
な
い
等
、
自
筆
本
に
忠
実

な
翻
刻
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
結
局
、「
草
茅
危
言
」
の
形
成
過

程
や
寛
政
改
革
と
の
関
係
を
検
討
す
る
上
で
は
、
天
明
八
年
～
寛

政
三
年
冬
ま
で
の
執
筆
過
程
の
痕
跡
が
か
な
り
の
程
度
そ
の
ま
ま

に
残
っ
て
い
る
竹
山
自
筆
本
を
使
用
す
る
の
が
必
須
で
あ
る
と
い

う
、
当
た
り
前
の
結
論
に
到
達
す
る
。

　

た
だ
、
そ
の
竹
山
自
筆
本
と
近
世
木
活
字
本
そ
の
他
と
の
異
同

箇
所
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
、「
草
茅
危
言
」
の
受
容
の
実
態

を
検
討
す
る
際
に
有
益
な
手
掛
か
り
と
な
る
。
何
故
な
ら
、
こ
れ

ら
の
異
同
箇
所
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、今
後
、「
草
茅
危
言
」

の
各
種
の
写
本
等
を
調
査
す
る
際
に
、
そ
の
写
本
が
竹
山
自
筆
本

か
ら
ど
れ
く
ら
い
離
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
を
判
断
す

る
一
つ
の
基
準
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
巻
之
二
に
つ
い
て
の
分
析
で
述
べ
た
よ
う
に
、
竹
山
自

筆
本
に
も
貼
っ
て
あ
っ
た
紙
片
が
剥
が
れ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ

る
箇
所
等
も
あ
る
た
め
、
完
全
に
原
型
を
留
め
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
近
世
木
活
字
本
や
他
の
刊
本
と

の
校
合
が
一
定
程
度
必
要
で
あ
る
こ
と
を
最
後
に
附
言
し
て

お
く
。

注（
１
） 

大
阪
市
立
大
学
附
属
図
書
館
福
田
文
庫
蔵
（
写
本
）。

（
２
） 「
丙
辰
春
。
長
之
入
津
。
竹
山
先
生
乃
出
草
茅
危
言
五
巻
曰
。
此
老
夫

経
綸
所
寓
也
。
而
今
已
矣
。
唯
子
也
。
不
可
以
不
示
耳
。
長
之
謹
受
読
」。

（
３
） 

巻
之
一
は
「
王
室
の
事
」～「
国
家
制
度
の
事
」、
巻
之
二
は
「
宗
廟
の

事
」～「
諸
侯
大
借
の
事
」。
巻
之
三
は
「
御
麾
下
の
事
」～「
武
門
養
子

の
事
」、
巻
之
四
は
「
武
門
元
服
の
事
」～「
蝦
夷
の
事
」。
巻
之
五
は
「
地

理
の
事
」～「
金
銀
幣
の
事
」、巻
之
六
は「
銭
幣
の
事
」～「
社
倉
の
事
」。

巻
之
七
は
「
戸
口
の
事
」
～「
淫
祠
の
事
」、
巻
之
八
は
「
旌
表
の

事
」～「
年
忌
の
事
」。
巻
之
九
は
「
米
相
場
の
事
」～「
劇
場
の
事
附
浄

瑠
璃
の
事
」、
巻
之
十
は
「
神
事
地
車
練
物
の
事
」～「
死
後
跡
式
の
事
」。

（
４
） 『
日
経
』（
二
六
二
頁
）、『
日
大
』（
三
一
六
頁
）、『
集
』（
六
頁
）。

（
５
） 『
日
叢
』（
四
〇
五
頁
・
四
一
二
頁
）、『
日
大
』（
四
五
八
頁
・
四
六
五
頁
）、

『
集
』（
一
六
三
頁
・
一
七
一
頁
）。

（
６
） 

旧
稿
「「
草
茅
危
言
」
と
寛
政
改
革
―
―
各
巻
の
執
筆
年
代
・
提
出
順

序
及
び
関
連
文
書
の
検
討
か
ら
」（『
歴
史
評
論
』
第
七
九
三
号
、
二
〇

一
六
年
四
月
）
で
は
筆
者
は
こ
の
問
題
に
気
付
か
な
か
っ
た
た
め
、
一

部
間
違
っ
た
執
筆
年
代
の
考
察
を
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て

は
、
今
回
訂
正
す
る
。
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（
７
） 

前
掲
『
中
草
』、
二
頁
。

（
８
） 『
富
草
①
』（
三
丁
裏
）、『
経
叢
』（
四
頁
・
三
〇
四
頁
）、『
日
叢
』（
二

六
五
頁
・
四
六
六
頁
）、『
日
大
』（
三
一
九
頁
・
五
一
九
頁
）、『
集
』（
九

頁
・
二
二
九
頁
）、『
中
草
』（
三
二
九
頁
）。

（
９
） 

天
保
期
の
宮
芝
居
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
神
田
由
築
「
近
世
大
坂
に
お

け
る
浄
瑠
璃
興
行
―
―
天
保
改
革
を
め
ぐ
っ
て
」（
塚
田
孝
・
吉
田
伸

之
編
『
近
世
大
坂
の
都
市
空
間
と
社
会
構
造
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇

一
年
）。

（
10
） 

こ
の
密
書
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「「
草
茅
危
言
」
と
寛
政
改
革
」

で
検
討
し
た
。

（
11
） 

こ
の
点
は
、『
懐
記
』
も
、
正
確
に
翻
刻
し
て
い
る
。

（
12
） 『
富
草
①
』（
序
一
丁
裏
）、『
経
叢
』（
一
頁
）、『
日
叢
』（
二
六
一
頁
）、『
日

大
』（
三
一
五
頁
）、『
集
』（
五
頁
）、『
中
草
』（
二
頁
）。

（
13
） 『
富
草
①
』（
一
丁
表
）、『
経
叢
』（
一
頁
）、『
日
叢
』（
二
六
七
頁
）、『
日

大
』（
三
二
一
頁
）、『
集
』（
一
一
頁
）、『
中
草
』（
七
頁
）。

（
14
） 

こ
の
点
は
、『
懐
記
』
は
、
一
字
分
の
闕
字
と
し
て
翻
刻
し
て
い
る
。

（
15
） 

た
だ
し
、『
懐
記
』
で
は
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ら
の
天
皇
の
名
前
の
前
を

一
字
分
欠
闕
字
に
し
て
翻
刻
し
て
い
る
。

（
16
） 

な
お
、『
富
草
』
で
は
、
天
皇
・
朝
廷
に
関
わ
る
文
字
の
手
前
を
必
ず

一
字
～
二
字
分
の
闕
字
に
し
、
そ
の
他
幕
府
関
連
等
の
語
句
に
つ
い
て

は
と
く
に
闕
字
に
は
し
て
い
な
い
。

（
17
） 

た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、『
中
草
』
は
、
三
箇
所
に
つ
い
て
は
「
東
関
」

と
翻
刻
し
て
い
る
（
八
頁
・
五
四
頁
・
一
四
五
頁
）。

（
18
） 『
富
草
②
』（
三
五
丁
裏
）、『
経
叢
』（
一
二
二
頁
）、『
日
大
』（
四
〇
二
頁
）、

『
日
大
』（
三
四
八
頁
）、『
集
』（
一
〇
一
頁
）、『
中
草
』（
一
三
四
頁
）。

（
19
） 『
富
草
②
』（
五
六
丁
表
―
裏
）、『
経
叢
』（
一
四
五
頁
）、『
日
叢
』（
三

六
四
頁
）、『
日
大
』（
四
一
八
頁
）、『
集
』（
一
一
九
頁
）、『
中
草
』（
一

六
一
頁
）。

（
20
） 『
日
叢
』（
三
七
一
頁
）、『
日
大
』（
四
二
五
頁
）、『
集
』（
一
二
七
頁
）。『
中

草
』（
一
七
七
頁
）。
一
方
、『
富
草
②
』
と
『
経
叢
』
は
、「
一
、
一
両

年
前
」
と
翻
刻
し
て
い
る
（
六
六
丁
表
、
一
五
六
頁
）。

（
21
） 『
富
草
②
』（
六
六
丁
裏
）、『
日
叢
』（
三
七
二
頁
）、『
日
大
』（
四
二
六
頁
）、

『
集
』（
一
二
七
頁
）。
一
方
、『
経
叢
』
は
「
ウ
ス
コ
ヒ
ヤ
国
」（
一
五
七

頁
）、『
中
草
』
は
「
う
す
こ
び
や
国
」（
一
七
七
頁
）
と
翻
刻
し
て
い
る
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
、JSPS

科
硏
費16J05887

に
よ
る
成
果
の
一
部
を
含
む
も

の
で
す
。
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